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(2) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る振動 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、工事用車両の運行に係る振動（振動レベルの 80％レンジ上端値（L10））と

する。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、環境影響評価書における工事用車両の運行に係る振動（振動レベルの 80％

レンジ上端値（L10））の予測地域（表 5.3.2 及び図 5.3.2 参照）とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、環境影響が最も大きくなると想定される時期（調査地点ごとの工

事用車両の平均日交通量が最大となる時期）の代表的な１日とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、環境影響評価書における工事用車両の運行に係る振動（振動レベルの 80％

レンジ上端値（L10））の予測地点（表 5.3.2 及び図 5.3.2 参照）とする。 

表 5.3.2 振動の調査地点（工事の施工中：工事用車両の運行） 

調査地域 
調査地点 

番号 
対象道路 調査地点 調査時間

東名ＪＣＴ周辺 

1 
東名高速道路

世田谷区大蔵 5 丁目、大蔵 6 丁目 24 時間

2 世田谷区宇奈根 3 丁目、喜多見 3 丁目 24 時間

3 多摩堤通り 世田谷区喜多見 5 丁目 12 時間

4 
世田谷通り 

世田谷区成城 1 丁目、喜多見 6 丁目 11 時間

5 世田谷区成城 3 丁目、喜多見 7 丁目 11 時間

中央ＪＣＴ・ 

東八道路ＩＣ周辺 

6 
中央自動車道

世田谷区北烏山 8 丁目、北烏山 9 丁目 24 時間

7 調布市緑ヶ丘 1 丁目、新川 2 丁目 24 時間

8 
吉祥寺通り 

三鷹市北野 3 丁目、北野 4 丁目 11 時間

9 三鷹市北野 4 丁目 11 時間

青梅街道ＩＣ周辺 
10 

青梅街道 
練馬区関町南 1 丁目、関町南 2 丁目 12 時間

11 杉並区善福寺 3 丁目、上井草 4 丁目 12 時間

大泉ＪＣＴ・ 

目白通りＩＣ周辺 

12 関越自動車道 練馬区大泉町 4 丁目、大泉町 5 丁目 24 時間

13 目白通り 練馬区大泉町 2 丁目、東大泉 2 丁目 11 時間

（注）具体的な調査地点は測定機材の設置可能な地点とする。 

調査時間は、工事用車両が昼夜共に運行する地点は 24 時間とし、昼のみ運行する地点は振動規制法に

基づいて第一種区域は 11 時間（午前八時から午後七時まで）、第二種区域及び地域の指定が行われて

いない区域は 12 時間（午前八時から午後八時まで）とする。 
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(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 10 日、総理府令第 58 号 改正：

平成 19 年 4 月 20 日、環境省令第 11 号）別表第一備考 4 及び７に規定された振動の測定

方法（JIS Z 8735）とする。 

 

(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、工事用車両の運行状況、一般交通の車種別交通量及び環境保全措置の実

施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、環境の調査の調査地域及び対象事業実施区域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、環境の調査と同様とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地確認及び工事関係等の資料の整理とする。 

 



：対象事業実施区域
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る
振動の調査地点

図5.3.2　資材及び機械の運搬に用いる
         車両の運行に係る振動の調査

地点　　　　　 　 
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5.3.2 工事の完了後 

(1) 自動車の走行に係る振動 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、自動車の走行に係る振動（振動レベルの 80％レンジ上端値（L10））とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、環境影響評価書における自動車の走行に係る振動（振動レベルの 80％レン

ジ上端値（L10））の予測地域（表 5.3.3 及び図 5.3.3 参照）とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点は下記のとおりとし、調査期間はそれぞれの代表的な１日（24 時間）とする。 

Ⅰ.計画路線の供用開始時点（平成 32 年） 

Ⅱ.幹線道路ネットワークの整備が概ね完了した時点（平成 42 年） 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、環境影響評価書における自動車の走行に係る振動（振動レベルの 80％レン

ジ上端値（L10））の予測地点（表 5.3.3 及び図 5.3.3 参照）とする。 
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表 5.3.3（1） 振動の調査地点（工事の完了後：自動車の走行(嵩上式・掘割式・地表式)） 

調査地域 
調査地点 

番号 
調査地点 

東名ＪＣＴ周辺 

1 世田谷区喜多見 6 丁目（東名ＪＣＴ連結路沿道） 

2 世田谷区大蔵 5 丁目①（東名高速道路沿道） 

3 世田谷区大蔵 6 丁目（東名高速道路沿道） 

4 世田谷区喜多見 3 丁目（東名高速道路沿道） 

5 世田谷区宇奈根 3 丁目（東名高速道路） 

6 世田谷区大蔵 5 丁目②（東名ＪＣＴ連結路沿道） 

中央ＪＣＴ・ 

東八道路ＩＣ周辺 

7 三鷹市北野 4 丁目①（中央ＪＣＴ・東八道路ＩＣ連結路沿道）

8 三鷹市北野 4 丁目②（中央ＪＣＴ連結路・東八道路ＩＣ沿道）

9 三鷹市北野 1 丁目①（中央ＪＣＴ・東八道路ＩＣ連結路沿道）

10 三鷹市北野 3 丁目（中央ＪＣＴ・東八道路ＩＣ連結路沿道） 

11 三鷹市北野 2 丁目①（中央ＪＣＴ・東八道路ＩＣ連結路沿道）

12 三鷹市北野 2 丁目②（中央ＪＣＴ・東八道路ＩＣ連結路沿道）

13 世田谷区給田 5 丁目（中央自動車道沿道） 

14 三鷹市北野 1 丁目②（中央自動車道沿道） 

15 調布市緑ヶ丘 1 丁目（中央自動車道沿道） 

16 三鷹市北野 4 丁目③（中央自動車道沿道） 

青梅街道ＩＣ周辺 
17 練馬区関町南 1 丁目①（青梅街道ＩＣ連結路沿道） 

18 練馬区関町南 1 丁目②（青梅街道ＩＣ連結路沿道） 

大泉ＪＣＴ・ 

目白通りＩＣ周辺 

19 練馬区東大泉 2 丁目①（大泉ＪＣＴ・目白通りＩＣ連結路沿道）

20 練馬区東大泉 2 丁目②（大泉ＪＣＴ・目白通りＩＣ連結路沿道）

21 練馬区大泉町 5 丁目（関越自動車道沿道） 

22 練馬区大泉町 4 丁目（関越自動車道沿道） 

（注）具体的な調査地点は測定機材の設置可能な地点とする。 

表 5.3.3（2） 振動の調査地点（工事の完了後：自動車の走行(地下式)） 

調査地域 
調査地点

番号
調査地点 

東名ＪＣＴ周辺 1 世田谷区喜多見 6 丁目 

中央ＪＣＴ・東八道路ＩＣ周辺 2 三鷹市北野 4 丁目 

青梅街道ＩＣ周辺 3 
練馬区関町南 1 丁目 

練馬区上石神井南町 

大泉ＪＣＴ・目白通りＩＣ周辺 4 
練馬区三原台 3 丁目 

練馬区東大泉 2 丁目 

（注）具体的な調査地点は測定機材の設置可能な地点とする。 
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(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 10 日、総理府令第 58 号 改正：

平成 19 年 4 月 20 日、環境省令第 11 号）別表第一備考 4 及び７に規定された振動の測定

方法（JIS Z 8735）とする。 

 

(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、車種別交通量及び環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、環境の調査と同様とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地確認及び工事関係等の資料の整理とする。 
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：対象事業実施区域
自動車の走行に係る振動（嵩上式・掘割式・地表式）
の調査地点

図5.3.3(1)　自動車の走行に係る振動
　　　　　　(嵩上式・掘割式・地表式)
　　　　　　の調査地点
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：対象事業実施区域

自動車の走行に係る振動（地下式）の調査地点

図5.3.3(2)　自動車の走行に係る振動
    　  （地下式）の調査地点
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(2) 換気所の供用に係る振動 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、換気所の供用に係る振動（振動レベルの 80％レンジ上端値（L10））とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、環境影響評価書における換気所の供用に係る振動（振動レベルの 80％レン

ジ上端値（L10））の予測地域（表 5.3.4 及び図 5.3.4 参照）とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点は下記のとおりとし、調査期間はそれぞれの代表的な１日（24 時間）とする。 

Ⅰ.計画路線の供用開始時点（平成 32 年） 

Ⅱ.幹線道路ネットワークの整備が概ね完了した時点（平成 42 年） 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、環境影響評価書における換気所の供用に係る振動（振動レベルの 80％レン

ジ上端値（L10））の予測地点（表 5.3.4 及び図 5.3.4 参照）とする。 

表 5.3.4 振動の調査地点（工事の完了後：換気所の供用） 

調査地域 
調査地点

番号 
調査地点 区域の区分 

東名ＪＣＴ換気所周辺 1 世田谷区大蔵 5 丁目 第一種区域 

中央ＪＣＴ1 換気所周辺 2 三鷹市北野 4 丁目 第一種区域 

中央ＪＣＴ2 換気所周辺 3 三鷹市北野１丁目 第一種区域 

青梅街道ＩＣ換気所周辺 4 練馬区上石神井南町 第一種区域 

大泉ＪＣＴ換気所周辺 5 練馬区大泉町 2 丁目 第一種区域 

（注）具体的な調査地点は測定機材の設置可能な地点とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年 11 月 10 日、総理府令第 58 号 改正：

平成 19 年 4 月 20 日、環境省令第 11 号）別表第一備考 4 及び７に規定された振動の測定

方法（JIS Z 8735）とする。 
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(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、換気所の換気施設の諸元及び環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、環境の調査と同様とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、工事関係等の資料の整理とする。 

 



：対象事業実施区域

換気所の供用に係る振動の調査地点

図5.3.4　換気所の供用に係る振動の
   調査地点    　　　 
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5.4 低周波音 

5.4.1 工事の完了後 

(1) 自動車の走行に係る低周波音 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、自動車の走行に係る低周波音（低周波音圧レベル(１～80Hz の 50％時間率

音圧レベル（L50）及び１～20Hz のＧ特性 5％時間率音圧レベル（LG5）)）とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、環境影響評価書における自動車の走行に係る低周波音（低周波音圧レベル

(１～80Hz の 50％時間率音圧レベル（L50）及び１～20Hz のＧ特性 5％時間率音圧レベル

（LG5）)）の予測地域（表 5.4.1 及び図 5.4.1 参照）とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点は下記のとおりとし、調査期間はそれぞれの代表的な１日（24 時間）とする。 

Ⅰ.計画路線の供用開始時点（平成 32 年） 

Ⅱ.幹線道路ネットワークの整備が概ね完了した時点（平成 42 年） 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、環境影響評価書における自動車の走行に係る低周波音（低周波音圧レベル

(１～80Hz の 50％時間率音圧レベル（L50）及び１～20Hz のＧ特性 5％時間率音圧レベル

（LG5）)）の予測地点（表 5.4.1 及び図 5.4.1 参照）とする。 

表 5.4.1 低周波音の調査地点（工事の完了後：自動車の走行） 

調査地域 
調査地点 

番号 調査地点 

東名ＪＣＴ周辺 1 世田谷区喜多見 3 丁目 

中央ＪＣＴ周辺 2 三鷹市北野 4 丁目 

大泉ＪＣＴ周辺 3 練馬区大泉町 5 丁目 

（注）具体的な調査地点は測定機材の設置可能な地点とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（平成 12 年 10 月、環境庁）

による方法とする。 
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(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、環境の調査と同様とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、工事関係資料の整理とする。 

 



：対象事業実施区域

自動車の走行に係る低周波音の調査地点

図5.4.1　自動車の走行に係る低周波音
の調査地点　 　　 
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(2) 換気所の供用に係る低周波音 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、換気所の供用に係る低周波音（低周波音圧レベル(１～80Hz の 50％時間率

音圧レベル（L50）及び１～20Hz のＧ特性 5％時間率音圧レベル（LG5）)）とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、環境影響評価書における換気所の供用に係る低周波音（低周波音圧レベル

(１～80Hz の 50％時間率音圧レベル（L50）及び１～20Hz のＧ特性 5％時間率音圧レベル

（LG5）)）の予測地域（表 5.4.2 及び図 5.4.2 参照）とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点は下記のとおりとし、調査期間はそれぞれの代表的な１日（24 時間）とする。 

Ⅰ.計画路線の供用開始時点（平成 32 年） 

Ⅱ.幹線道路ネットワークの整備が概ね完了した時点（平成 42 年） 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、環境影響評価書における換気所の供用に係る低周波音（低周波音圧レベル

(１～80Hz の 50％時間率音圧レベル（L50）及び１～20Hz のＧ特性 5％時間率音圧レベル

（LG5）)）の予測地点（表 5.4.2 及び図 5.4.2 参照）とする。 

表 5.4.2 低周波音の調査地点（工事の完了後：換気所の供用） 

調査地域 
調査地点

番号 
調査地点 

東名ＪＣＴ換気所周辺 1 世田谷区大蔵 5 丁目 

中央ＪＣＴ1 換気所周辺 2 三鷹市北野 4 丁目 

中央ＪＣＴ2 換気所周辺 3 三鷹市北野 3 丁目 

青梅街道ＩＣ換気所周辺 4 練馬区上石神井南町 

大泉ＪＣＴ換気所周辺 5 練馬区大泉町 2 丁目 

（注）具体的な調査地点は測定機材の設置可能な地点とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、「低周波音の測定方法に関するマニュアル」（平成 12 年 10 月、環境庁）

による方法とする。 
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(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、換気所の換気施設の諸元とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、環境の調査と同様とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、工事関係資料の整理とする。 

 



：対象事業実施区域

換気所の供用に係る低周波音の調査地点

図5.4.2　換気所の供用に係る低周波音
の調査地点 　　　
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青梅街道IC換気所青梅街道IC換気所青梅街道IC換気所

大泉JCT換気所大泉JCT換気所大泉JCT換気所
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5.5 水循環 

5.5.1 工事の施工中 

(1) 掘削工事、トンネル工事の実施に係る地下水の水位 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、工事（掘削工事、トンネル工事）の実施に係る地下水の水位の状況（地下

水の水位）とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、環境影響評価書における工事の実施に係る地下水の水位の予測地域（表

5.5.1 及び図 5.5.1 参照）とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事実施期間とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域における地下水の水位の状況（地下水の水位）を適切に把握でき

る地点（表 5.5.1 及び図 5.5.1 参照）とする。 

表 5.5.1（1） 地下水の水位の状況（地下水の水位）の調査地点 

調査地点番号 調査対象 調査地点 

1 浅層 区立おっこし記念公園 

2 深層、浅層 区立次太夫堀公園 

3 浅層 区立喜多見小学校 

4 浅層 区立明正公園 

5 深層、浅層 都立成城排水調整所 

6 浅層 区立キタミクリーンファーム 

7 浅層 区立滝下橋緑道 

8 浅層 市立イルカ児童遊園 

9 浅層 市立はなもも児童遊園 

10 浅層 区立成城北公園 

11 深層、浅層 市立谷戸橋公園 

12 深層、浅層 市立東つつじヶ丘二丁目緑道 

13 浅層 都仙川河川敷き 

14 深層、浅層 市立中原すくすく児童遊園 

15 浅層 市立新川ふじみ児童公園 

16 深層、浅層 市立緑ヶ丘小学校 

17 深層、浅層 市立北野公園 

18 浅層 区立もぐら公園 

19 浅層 市立ひばり野児童公園 

20 浅層 市立牟礼下宿本宿児童遊園 

21 深層、浅層 市立井の頭上水こみち児童遊園 
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表 5.5.1（2） 地下水の水位の状況（地下水の水位）の調査地点 

調査地点番号 調査対象 調査地点 

22 浅層 市立三鷹台やすらぎ児童遊園 

23 深層、浅層 市有地【神田川沿い】 

24 浅層 武蔵野市東町下水道ポンプ場 

25 浅層 吉祥寺東緑地 

26 浅層 杉並区立井荻公園 

27 深層、浅層 都立善福寺公園【下池】 

28 浅層 都立善福寺公園【上池】 

29 深層、浅層 区立桃井第四小学校 

30 浅層 杉並区立三谷公園 

31 浅層 区立日の出児童遊園 

32 浅層 区立上石千川児童遊園 

33 浅層 区立上石神井東公園 

34 深層、浅層 区立石神井台くすのき緑地 

35 深層、浅層 新緑の森児童遊園 

36 浅層 区立泉こぶし公園 

37 浅層 石神井八丁目児童遊園 

38 浅層 区立東大泉二丁目公園 

39 深層、浅層 区立つくしの子児童遊園 

40 浅層 区立三原緑地 

41 浅層 区立北大泉児童遊園 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、地下水位観測井戸により地下水位の観測等による方法とする。 
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(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、対象工事（掘削工事・トンネル工事）の施工状況、湧水・揚水の程度及び

環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、対象工事（掘削工事・トンネル工事）の施工中の地下水の水位の

状況（地下水の水位）の確認に適した時点とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地確認及び工事関係資料の整理とする。 
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深層用（60～80m程度の深さ）ボーリング

浅層用（5～25m程度の深さ）ボーリング

－103～104－

図5.5.1　掘削工事、トンネル工事の実施、
　　　　 道路(地表式又は掘割式、地下式)
　　　　 及び換気所の存在に係る地下水の
　　　　 水位の調査地点

※調査地点のうち、自治体より借地している場所については、
　今後の土地利用の変化により継続観測出来ない場合がある。

：対象事業実施区域
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5.5.2 工事の完了後 

(1) 道路（地表式又は堀割式、地下式）及び換気所の存在に係る地下水の水位 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、道路（地表式又は堀割式、地下式）及び換気所の存在に係る地下水の水位

の状況（地下水の水位）とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、環境影響評価書における道路（地表式又は堀割式、地下式）及び換気所の

存在に係る地下水の水位の予測地域（表 5.5.1 及び図 5.5.1 参照）とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、構造物完成から一定期間（概ね 1 年間）とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域における地下水の水位の状況（地下水の水位）を適切に把握でき

る地点（表 5.5.1 及び図 5.5.1 参照）とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、地下水位観測井戸により地下水位の観測等による方法とする。 
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(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、構造物の状況及び環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事の完了後の一定期間とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地確認及び工事関係資料の整理とする。 
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5.6 地形及び地質 

5.6.1 工事の完了後 

(1) 道路（地表式又は堀割式、嵩上式、地下式）の存在に係る重要な地形及び地質 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、道路（地表式又は堀割式、嵩上式、地下式）の存在に係る重要な地形の状

況とする。なお、重要な地質については、環境影響評価時に確認されていない。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、環境影響評価書における道路（地表式又は堀割式、嵩上式、地下式）の存

在に係る重要な地形の代償地（図 5.6.1 参照）とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、八の釜憩いの森の代償地整備後の重要な地形及び地質の確認に

適した時点とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、八の釜憩いの森の代償地（図 5.6.1 参照）とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地調査による確認を基本とする。1) 

                                                                                       
１）八の釜憩いの森の代償措置の計画が定まった段階で報告する。 
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(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、構造物の状況及び環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域及び保全措置の実施地域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事の完了後の重要な地形及び地質の確認に適した時点とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地確認及び工事関係資料の整理とする。 
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：対象事業実施区域

地表部が改変される区域

重要な地形

河川、池沼

図5.6.1　道路の存在に係る重要な地形
の調査地点 　　　 
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（注）八の釜憩いの森が消失する場合は、八の釜憩いの森の代償地に
　　　おいて調査を行う。

八の釜の湧き水
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5.7 地 盤 

5.7.1 工事の施工中 

(1) 掘削工事、トンネル工事の実施に係る地盤沈下 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、工事（掘削工事、トンネル工事）の実施に係る地盤沈下の状況（地盤沈下

量）とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、環境影響評価書における工事の実施に係る予測地域（表5.7.1及び図5.7.1

参照）とする。 

表 5.7.1 地盤沈下の状況（地盤沈下量）の調査地域 

（工事の施工中:掘削工事･トンネル工事） 

調査地域 

東名ＪＣＴ周辺 

中央ＪＣＴ・東八道路ＩＣ周辺 

大泉ＪＣＴ・目白通りＩＣ周辺 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事実施期間とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域のうち軟弱地盤が分布し地盤沈下の状況（地盤沈下量）を適切に

把握できる地点とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、測量等による方法とする。 
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(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、対象工事（掘削工事・トンネル工事）の施工状況、湧水・揚水の程度及び

環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、対象工事（掘削工事・トンネル工事）の施工中の地盤沈下の確認

に適した時点とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地確認及び工事関係資料の整理とする。 

 



：対象事業実施区域
掘削工事、トンネル工事の実施、
道路(地表式又は掘割式、地下式)及び
換気所の存在に係る地盤沈下の調査地域
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図5.7.1　掘削工事、トンネル工事の実施、
　　　　 道路(地表式又は掘割式、地下式)
　　　　 及び換気所の存在に係る地盤沈下
　　　　 の調査地域
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5.7.2 工事の完了後 

(1) 道路（地表式又は堀割式、地下式）及び換気所の存在に係る地盤沈下 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、道路（地表式又は堀割式、地下式）及び換気所の存在に係る地盤沈下の状

況（地盤沈下量）とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、環境影響評価書における道路（地表式又は堀割式、地下式）及び換気所の

存在に係る予測地域（表 5.7.2 及び図 5.7.1 参照）とする。 

表 5.7.2 地盤沈下の状況（地盤沈下量）の調査地域 

（工事の完了後：道路及び換気所の存在） 

調査地域 

東名ＪＣＴ周辺 

中央ＪＣＴ・東八道路ＩＣ周辺 

大泉ＪＣＴ・目白通りＩＣ周辺 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、構造物完成から一定期間（概ね 1 年間）とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域のうち軟弱地盤が分布し地盤沈下の状況（地盤沈下量）を適切に

把握できる地点とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、測量等による方法とする。 
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(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、構造物の状況及び環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事の完了後の地盤沈下の確認に適した時点とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地確認及び工事関係資料の整理とする。 
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5.8 日照阻害 

5.8.1 工事の完了後 

(1) 道路（嵩上式）及び換気所の存在に係る日照阻害 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、道路（嵩上式）及び換気所の存在に係る日影を生じる範囲とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、環境影響評価書における道路（嵩上式）及び換気所の存在に係る日照阻害

の予測地域（表 5.8.1 及び図 5.8.1 参照）とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、構造物完成後の冬至日の真太陽時（8～16 時）とする。なお、天

候などにより冬至日に実施できない場合は、その前後で調査を実施する。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、環境影響評価書における道路（嵩上式）及び換気所の存在に係る日影の予

測地点（表 5.8.1 及び図 5.8.1 参照）とする。 

表 5.8.1 日照阻害の調査地点〔日照阻害の予測地域〕 

（工事の完了後：道路及び換気所の存在） 

調査地域 調査地点 

東名ＪＣＴ周辺 
東名ＪＣＴ近傍 
東名ＪＣＴ換気所近傍 

中央ＪＣＴ周辺 
中央ＪＣＴ近傍 
中央ＪＣＴ１換気所近傍 
中央ＪＣＴ２換気所近傍 

青梅街道ＩＣ換気所周辺 青梅街道ＩＣ換気所近傍 

大泉ＪＣＴ周辺 
大泉ＪＣＴ近傍 
大泉ＪＣＴ換気所近傍 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地調査での日影線の確認による方法とする。 
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(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、構造物の状況（道路（嵩上式）及び換気所の位置・高さ）とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、構造物完成後の日照阻害の確認に適した時点とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、工事関係資料の整理とする。 

 



：対象事業実施区域

日照阻害の調査地点（日照阻害の調査地域）

図5.8.1　道路等の存在に係る日照阻害
の調査地点　 　　

－119～120－

地表部が改変される区域
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5.9 電波障害 

5.9.1 工事の完了後 

(1) 道路（嵩上式）及び換気所の存在に係る電波障害 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、道路（嵩上式）及び換気所の存在に係るテレビ電波（地上デジタル放送）

の受信障害が予想される範囲 １)におけるテレビ電波（地上デジタル放送）の受信状況とす

る。 

なお、評価書で対象とした地上アナログ放送は、終了しているため実施しない。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、環境影響評価書における道路（嵩上式）の存在に係る電波障害の予測範囲

１）と（表 5.9.1 及び図 5.9.1 参照）とする。 

表 5.9.1 電波障害の調査地域 

予測地域 計画施設 

東名ＪＣＴ周辺 東名ＪＣＴ、東名ＪＣＴ換気所 

中央ＪＣＴ・東八道路ＩＣ周辺 中央ＪＣＴ、中央ＪＣＴ1 換気所、中央ＪＣＴ２換気所

青梅街道ＩＣ周辺 青梅街道ＩＣ換気所 

大泉ＪＣＴ・目白通りＩＣ周辺 大泉ＪＣＴ、大泉ＪＣＴ換気所 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、電波障害の確認に適した時点とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域の電波状況を的確に把握できる地点とする。なお、具体的な調

査地点は、電波測定車の設置可能な地点とする。 

 

                                                                                       
１）東京スカイツリー（新東京タワー）（2012 年 2 月末竣工予定、2012 年 5 月開業予定）からのテレビ電

波に対する障害の発生地域を把握するため、再予測を実施する。 
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(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、｢建造物による受信障害調査要領(地上デジタル放送) 改訂版｣(社団法人

日本 CATV 技術協会 平成 22 年 3 月)に規定する方法に基づき、現地において、受信アン

テナ、テレビ受信機、測定機器類を装備した電波測定車を用いて測定する方法とする。 

 

(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、構造物の状況（道路（嵩上式）及び換気所の位置・高さ）とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点は及び期間は、構造物完成後の電波障害の確認に適した時点とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、工事関係資料の整理とする。 



記号 名    　 称

受信障害が予想される範囲

※この図は東京タワーからの送信を対象としており、東京スカイツリー（新東京タワー）（2012年2月竣工予定、
2012年5月開業予定）からのテレビ電波に対する受信障害が予想される範囲については、再予測を実施する。

－123～124－

図5.9.1　電波障害の調査地域（地上デジタル放送）
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5.10 動 物 

5.10.1 工事の施工中 

(1) 重要な種及び注目すべき生息地 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、環境影響評価書に記載している現地調査において確認された重要な種の

生息地及び注目すべき生息地の生息環境の状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、地表部が改変される区域から概ね外側 250ｍの範囲及び水環境に特徴的に

見られる種の生息地とする。ただし、八の釜憩いの森が消失する場合は、調査地域には

含めない（図 5.10.1 参照）。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事による重要な種及び注目すべき生息地への影響が最大とな

るおそれがある時期の重要な種の確認に適した時期とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域のうち重要な種及び注目すべき生息地（仮移植地を含む）の確認

に適した地点とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地踏査及び目視による生息状況の確認とする。1) 

                                                                                       
１）仮移植地の調査については、代償措置の計画が定まった段階で報告する。 
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(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、対象工事（掘削工事、トンネル工事の実施、工事施工ヤードの設置、工事

用道路等の設置）の施工状況、環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域及び保全措置の実施地域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、対象工事（掘削工事、トンネル工事の実施、工事施工ヤードの設

置、工事用道路等の設置）の施工中の重要な種及び注目すべき生息地の確認に適した時点

とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地確認及び工事関係資料の整理とする。 
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図5.10.1　動物の調査地域
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－127～128－

（注１）調査地域は、地表部が改変される区域、地表部が改変される
　　　　区域から概ね外側250ｍの範囲及び水環境に特徴的に見られる
　　　　種の生息地とする。

（注２）八の釜憩いの森が消失する場合は、八の釜憩いの森の代償地に
　　　　おいて調査を行う。

八の釜憩いの森八の釜憩いの森
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5.10.2 工事の完了後 

(1) 重要な種及び注目すべき生息地 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、環境影響評価書に記載している現地調査において確認された重要な種の

生息地及び注目すべき生息地の生息環境の状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、地表部が改変される区域から概ね外側 250ｍの範囲及び水環境に特徴的に

見られる種の生息地、八の釜憩いの森の代償地とする（図 5.10.1 参照）。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事の完了後において重要な種の確認に適した時期とする。 

なお、八の釜憩いの森の代償地については、代償地整備後の重要な種の確認に適した

時期とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域のうち重要な種及び注目すべき生息地の確認に適した地点及び

代償地内の重要な種の確認に適した地点とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地踏査及び目視による生息状況の確認とする。1) 

                                                                                       
１）八の釜憩いの森の代償地の調査については、代償措置の計画が定まった段階で報告する。 
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(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、構造物の状況及び環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域及び保全措置の実施地域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事の完了後の重要な種及び注目すべき生息地の確認に適した

時点とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地確認及び工事関係資料の整理とする。 
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5.11 植物（重要な種及び群落） 

5.11.1 工事の施工中 

(1) 重要な種及び群落 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、環境影響評価書に記載している現地調査において確認された重要な種及

び群落の生育地の生育環境の状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、地表部が改変される区域から概ね外側 250ｍの範囲及び水環境に特徴的に

見られる種及び群落の生育地とする。ただし、八の釜憩いの森が消失する場合は、調査

地域には含めない（図 5.11.1 参照）。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事による重要な種及び群落への影響が最大となるおそれがあ

る時期の重要な種及び群落の確認に適した時期とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域のうち重要な種及び群落が確認された地点（仮移植地を含む）と

する。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、目視等による生育状況の確認とする。1) 

                                                                                       
１）仮移植地の調査については、代償措置の計画が定まった段階で報告する。 
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(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、対象工事（掘削工事、トンネル工事の実施、工事施工ヤードの設置、工事

用道路等の設置）の施工状況、環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域及び保全措置の実施地域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、対象工事（掘削工事、トンネル工事の実施、工事施工ヤードの設

置、工事用道路等の設置）の施工中の重要な種及び群落の確認に適した時点とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地確認及び工事関係資料の整理とする。 
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図5.11.1　植物の調査地域
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－133～134－

（注１）調査地域は、地表部が改変される区域、地表部が改変
     　 される区域から概ね外側 250ｍの範囲及び水環境に特
     　 徴的に見られる種及び群落の生息地とする。

（注２）八の釜憩いの森が消失する場合は、八の釜憩いの森の代償地に
　　　　おいて調査を行う。

八の釜憩いの森八の釜憩いの森
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5.11.2 工事の完了後 

(1) 重要な種及び群落 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、環境影響評価書に記載している現地調査において確認された重要な種及

び群落の生育地の生育環境の状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、地表部が改変される区域から概ね外側 250ｍの範囲及び水環境に特徴的に

見られる種及び群落の生育地、八の釜憩いの森の代償地とする（図 5.11.1 参照）。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事の完了後において、重要な種及び群落の確認に適した時期

とする。 

なお、八の釜憩いの森の代償地については、代償地整備後の重要な種及び群落の確認

に適した時期とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、重要な種及び群落の確認に適した地点及び代償地内の重要な種及び群落

の確認に適した地点とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、目視等による生育状況の確認とする。1) 

                                                                                       
１）八の釜憩いの森の代償地の調査については、代償措置の計画が定まった段階で報告する。 
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(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、構造物の状況及び環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域及び保全措置の実施地域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事の完了後の重要な種及び群落の確認に適した時点とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地確認及び工事関係資料の整理とする。 
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5.12 植物（緑の量） 

5.12.1 工事の完了後 

(1) 道路（地表式又は堀割式、嵩上式）の存在に係る緑の量 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、道路（地表式又は堀割式、嵩上式）の存在に係る緑の量の変化の程度とす

る。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、環境影響評価書における道路の存在に係る緑の量の変化の程度の予測地

域（図 5.12.1 参照）及び代償地とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事の完了後の緑の量の確認に適した時期とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域及び代償地内の緑の量の確認に適した地点とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地調査により、緑被の状況及び緑の体積を把握する方法とする。1） 

                                                                                       
１）八の釜憩いの森の代償地の調査については、代償措置の計画が定まった段階で報告する。 
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(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、構造物の状況及び環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域及び保全措置の実施地域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事の完了後の緑の量の確認に適した時点とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地確認及び工事関係資料の整理とする。 
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（注）調査地域は、地表部が改変される区域である。
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5.13 生態系 

5.13.1 工事の施工中 

(1) 地域を特徴づける生態系 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、環境影響評価書に記載している現地調査において確認された地域を特徴

づける生態系の注目種及び群集の生息・生育環境の状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、地表部が改変される区域から概ね外側 250ｍの範囲及び水環境に特徴的に

見られる注目種及び群集の生息・生育地とする。ただし、八の釜憩いの森が消失する場

合は、調査地域には含めない（図 5.13.1 参照）。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事による生態系への影響が最大となるおそれがある時期の地

域を特徴づける生態系の注目種及び群集の確認に適した時期とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、地域を特徴づける生態系の注目種及び群集の確認に適した地点（仮移植地

を含む）とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地踏査及び目視による生息・生育状況の確認とする。1） 

 

                                                                                       
１）仮移植地の調査については、代償措置の計画が定まった段階で報告する。 
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(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、対象工事（掘削工事、トンネル工事の実施、工事施工ヤードの設置、工事

用道路等の設置）の施工状況、環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域及び保全措置の実施地域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、対象工事（掘削工事、トンネル工事の実施、工事施工ヤードの設

置、工事用道路等の設置）の施工中の地域を特徴づける生態系の確認に適した時点とす

る。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地確認及び工事関係資料の整理とする。 

 



• • • • • • • • •

図5.13.1　生態系の調査地域
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（注１）調査地域は、地表部が改変される区域、地表部が改変
      　される区域から概ね外側 250ｍの範囲及び水環境に特
      　徴的に見られる注目種・群集の生息・生育地とする。

（注２）八の釜憩いの森が消失する場合は、八の釜憩いの森の代償地に
　　　　おいて調査を行う。

八の釜憩いの森八の釜憩いの森
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5.13.2 工事の完了後 

(1) 地域を特徴づける生態系 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、環境影響評価書に記載している現地調査において確認された地域を特徴

づける生態系の注目種及び群集の生息・生育環境の状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、地表部が改変される区域から概ね外側 250ｍの範囲及び水環境に特徴的に

見られる注目種及び群集の生息・生育地、八の釜憩いの森の代償地とする（図 5.13.1 参

照）。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事の完了後の地域を特徴づける生態系の注目種及び群集の確

認に適した時期とする。 

なお、八の釜憩いの森の代償地については、代償地整備後の地域を特徴づける生態系

の注目種及び群集の確認に適した時期とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、地域を特徴づける生態系の注目種及び群集が確認された地点及び代償地

内の地域を特徴づける生態系の注目種及び群集の確認に適した地点とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地踏査及び目視による生息・生育状況の確認とする。1) 

                                                                                       
１）八の釜憩いの森の代償地の調査については、代償措置の計画が定まった段階で報告する。 
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(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、構造物の状況及び環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域及び保全措置の実施地域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事の完了後の地域を特徴づける生態系の確認に適した時点と

する。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地確認及び工事関係資料の整理とする。 
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5.14 景 観 

5.14.1 工事の完了後 

(1) 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）及び換気所の存在に係る市街地の地域景観 1) 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）及び換気所の存在に係る市街地の地域

景観の変化の程度とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、環境影響評価書における道路（地表式又は掘割式、嵩上式）及び換気所の

存在に係る市街地の地域景観の予測地域（表 5.14.1 及び図 5.14.1 参照）とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事の完了後の市街地の地域景観の確認に適した時点とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、環境影響評価書における予測地点（表 5.14.1 及び図 5.14.1 参照）とする。 

 

表 5.14.1 景観の調査地点〔市街地の地域景観〕 

（工事の完了後：道路及び換気所の存在） 

調査地域 調査地点番号 景観区分

東名ＪＣＴ周辺 

1 
野川と国分寺崖線周辺地区 

2 

3 
主に住宅地となっている地区 

4 

5 主に耕作地、苗圃となっている地区 

中央ＪＣＴ周辺・東八

道路ＩＣ周辺 

1 
主に耕作地、苗圃となっている地区 

2 

3 
主に住宅地となっている地区 

4 

5 仙川周辺 

青梅街道ＩＣ周辺 

1 
並木のある道路を中心とした地区 

2 

3 
主に住宅地となっている地区 

4 

大泉ＪＣＴ周辺・目白

通りＩＣ周辺 

1 白子川河岸段丘の緑地のある地区 

2 
主に住宅地となっている地区 

3 

4 
並木のある道路を中心とした地区 

5 

 

                                                                                       
１）道路（地表式又は掘割式、嵩上式）及び換気所の存在に係る主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望

景観については、環境影響評価書において評価されているとおり、主要な景観資源及び眺望点の改変はな

く、主要な眺望点からの眺望方向の計画路線は地下式で計画されているとともに、地表式、嵩上式で計画

されている計画路線及び換気所も存在しない。 
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(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地調査での写真撮影による方法とする。 

 

(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、構造物の状況及び環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事の完了後の市街地の地域景観の確認に適した時点とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地確認及び工事関係資料の整理とする。 

 

 



：対象事業実施区域

調査地域

調査地点

調査方向

地表部が改変される区域
図5.14.1　道路等の存在に係る景観
　　　　　（市街地の地域景観）の

調査地点　　

－149～150－
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5.15 史跡・文化財 

5.15.1 工事の完了後 

(1) 道路（地表式又は掘割式、嵩上式、地下式）の存在に係る史跡・文化財 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、道路（地表式又は掘割式、嵩上式、地下式）の存在に係る文化財等及び埋

蔵文化財包蔵地の改変の程度及び文化財等の保存に及ぼす影響の程度とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、環境影響評価書における道路（地表式又は掘割式、嵩上式、地下式）の存

在に係る史跡・文化財の予測地域及び代償地（表 5.15.1 及び図 5.15.1、表 5.15.2 及び図

5.15.2 参照）とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事の完了後の史跡・文化財の確認に適した時点とする。 

なお、八の釜の湧き水の代償地については、代償地整備後の史跡・文化財の確認に適

した時点とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、環境影響評価書における予測地点及び代償地内（表5.15.1及び図5.15.1、

表 5.15.2 及び図 5.15.2 参照）とする。1) 

 

表 5.15.1 文化財等の調査地点（工事の完了後：道路の存在） 

調査地点

番号 
区 分 種 別 名 称 所在地 

1 区登録 天然記念物 八の釜の湧き水（注）（八の釜の湧き水の代償地） 練馬区 

2 
未指定・ 
未登録 

－ 北野庚申堂と庚申塔 三鷹市 

（注）八の釜の湧き水が消失する場合は、八の釜の湧き水の代償地において調査を行う。 

 

                                                                                       
１）環境影響評価書における予測地点のうち、文化財等及び埋蔵文化財包蔵地に改変が生じる範囲及び文化財

等の保存に影響が生じる範囲に位置する地点を対象としている。 
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表 5.15.2 埋蔵文化財包蔵地の調査地点（工事の完了後：道路の存在） 

調査地域 
調査地
点番号 

遺跡名 遺跡の概要 所在地 

東名ＪＣＴ周辺 

1 殿山 台地 集落 世田谷区大蔵 5､6 

2 大蔵館跡 台地 城館 世田谷区大蔵 5 

3 殿山古墳群 1 号墳 台地 古墳(円墳) 世田谷区大蔵 6 

4 殿山古墳群 3 号墳 
台地 古墳(円墳)

径 20ｍ 高 1ｍ 
世田谷区大蔵 6 

5 殿山古墳群 4 号墳 台地 古墳 世田谷区大蔵 6 

6 殿山古墳群 5 号墳 台地 古墳(円墳) 世田谷区大蔵 6 

7 殿山古墳群 8 号墳（大将塚） 台地 古墳(円墳) 世田谷区大蔵 6 

8 殿山古墳群 9 号墳 
台地 古墳(円墳)

径 10ｍ 
世田谷区大蔵 6 

9 田直 台地 包蔵地 世田谷区大蔵 5 

10 下野田 台地 包蔵地 世田谷区喜多見 5､6

中央ＪＣＴ・東
八道路ＩＣ周辺 

1 天神山 
台地縁辺・斜面 

包蔵地 
三鷹市新川 2 

2 北野 
台地縁辺・斜面 

集落 
三鷹市北野 4 

（注１）東京都教育委員会が調査を実施した地点を調査地点とする。 

（注２）大泉JCT・目白通りIC周辺の埋蔵文化財包蔵地については、すでに消滅しているため、調査対象

としない。 

 

(ⅲ) 調査方法 

埋蔵文化財包蔵地の調査方法は、教育委員会の調査結果の引用とする。2) 3) 

 

                                                                                       
２）八の釜の湧き水の代償地の調査については、代償措置の計画が定まった段階で報告する。 

３）北野庚申堂と庚申塔は、都市計画対象道路事業実施区域と重複するため、三鷹市の教育委員会及び所有者

等の意見を聴きながら適切な措置を講じ、その経緯を記録する。 
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(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、構造物の状況及び環境保全措置の実施状況とする。 
 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域及び保全措置の実施地域とする。 
 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、環境の調査と同様とする。 
 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 
 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地確認及び工事関係資料の整理とする。 
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区指定・登録文化財

地表部が改変される区域

記　号　　　　　　　名　称

指定・登録文化財に準じるもの

：対象事業実施区域

図5.15.1　道路の存在に係る文化財等
の調査地点　　

－155～156－

1(八の釜の湧き水)

2(北野庚申堂と庚申塔)

（注）八の釜の湧き水が消失する場合は、八の釜の湧き水の代償地に
　　　おいて調査を行う。



1～8

：対象事業実施区域

9

10

（消滅）

図5.15.2　道路の存在に係る埋蔵文化財
包蔵地の調査地点

－157～158－

（注）東京都教育委員会が調査を
　　　実施した地点を調査地点とする。
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5.16 人と自然との触れ合いの活動の場 

5.16.1 工事の完了後 

(1) 道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る人と自然との触れ合いの活動の場 

(a) 環境の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、道路（地表式又は掘割式、嵩上式）の存在に係る人と自然との触れ合いの

活動の場の改変の程度、利用性の変化の程度、快適性の変化の程度とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、環境影響評価書における道路（地表式又は堀割式、嵩上式）の存在に係る

人と自然との触れ合いの活動の場の予測地域及び八の釜憩いの森の代償地（図 5.16.1 参

照）とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事の完了後の人と自然との触れ合いの活動の場の確認に適し

た時点とする。 

なお、八の釜憩いの森の代償地については、代償地整備後の人と自然との触れ合いの

活動の場の確認に適した時点とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、環境影響評価書における予測地点又は代償地内（図 5.16.1 参照）とする。1) 

表 5.16.1 人と自然との触れ合いの活動の場の調査地点（工事完了後：道路の存在） 

調査地域 
調査地点 

番号 
調査地点 

東名ＪＣＴ周辺 1 野川 

大泉ＪＣＴ周辺・目白通りＩＣ周辺 
2 八の釜憩いの森（注）（八の釜憩いの森の代償地）

3 びくに公園 

（注）八の釜憩いの森が消失する場合は、八の釜憩いの森の代償地において調査を行う。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、写真撮影等による方法とする。2) 

 

                                                                                       
１）環境影響評価書における予測地点のうち、改変が生じる範囲、利用性及び快適性に変化が生じる範囲に位 

置する地点を対象としている。 

２）八の釜憩いの森の代償地の調査については、代償措置の計画が定まった段階で報告する。 
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(b) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、構造物の状況及び環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域及び保全措置の実施地域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、工事の完了後の人と自然との触れ合いの活動の場の確認に適し

た時点とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、現地確認及び工事関係資料の整理とする。 
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　　　　　との触れ合い活動の場の調

査地点　　　　
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人と自然との触れ合い活動の場

地表部が改変される区域

（注）八の釜憩いの森が消失する場合は、八の釜憩いの森の代償地に
　　　おいて調査を行う。

1(野川)

2(八の釜憩いの森)
3(びくに公園)
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5.17 廃棄物等 

5.17.1 工事の施工中 

(1) 切土工等又は既存工作物の除去に係る建設工事に伴う副産物 

(a) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、切土工等又は既存の工作物の除去により発生する建設副産物の発生量及

び環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、切土工等又は既存工作物の除去に係る建設工事の施工中とす

る。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、工事関係資料の整理とする。 
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(2) 掘削工事、トンネル工事の実施に係る建設工事に伴う副産物 

(a) 対象事業の調査 

(ｱ) 調査事項 

調査事項は、掘削工事、トンネル工事の実施により発生する建設副産物の発生量及び

環境保全措置の実施状況とする。 

 

(ｲ) 調査地域 

調査地域は、対象事業実施区域とする。 

 

(ｳ) 調査手法 

(ⅰ) 調査時点及び期間 

調査時点及び期間は、掘削工事、トンネル工事の施工中とする。 

 

(ⅱ) 調査地点 

調査地点は、調査地域内とする。 

 

(ⅲ) 調査方法 

調査方法は、工事関係資料の整理とする。 
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5.18 事後調査報告書の提出時期 

本事業に係る環境影響評価調査時期及び事後調査報告書の提出時期は、表 5.18.1 に示

すとおりである。 
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Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅲ Ⅳ

粉じん等 工事の施工中

工事の施工中  

工事の完了後

工事の施工中

工事の完了後

工事の施工中

工事の完了後

低周波音 低周波音 工事の完了後

工事の施工中

工事の完了後

地形及び地質 重要な地形 工事の完了後

工事の施工中

工事の完了後

日照阻害 工事の完了後

電波障害 工事の完了後

工事の施工中

工事の完了後

工事の施工中

工事の完了後

緑の量 工事の完了後

工事の施工中

工事の完了後

景　観 市街地の地域景観 工事の完了後

史跡・文化財 史跡・文化財 工事の完了後

人と自然との触れ合
いの活動の場

主要な人と自然との触れ合いの活
動の場

工事の完了後

廃棄物等 副産物 工事の施工中

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

△：工事施行中の調査、○：工事完了後の調査
◎：事後調査報告書の提出
△－△、○－○：当該期間中に必要な回数を実施
＊：八の釜憩いの森の代償地整備後の適切な時期
Ⅰ：4～6月
Ⅱ：7～9月
Ⅲ：10～12月
Ⅳ：1～3月

－167～168－

表5.18.1　事後調査報告書の提出時期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　度

　　　種　　類

工事施行中 工事完了後
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 供用開始時 ﾈｯﾄﾜｰｸ

Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

用地買収

準備工

トンネル

高　架

土　工

換気所

事
後
調
査
項
目

大気質
二酸化窒素・浮遊粒子状物質

騒　音 騒音

振　動 振動

水循環 地下水の水位

地　盤 地盤沈下

その他の環境要素

動　物 重要な種及び注目すべき生息地

植　物
重要な種及び群落の生息地

生態系 地域を特徴づける生態系

環境保全措置の実施状況

事後調査報告書提出時期

工事の
施行中
その⑤

工事の
完了後
その①

工事の
完了後
その②

工事の
施行中
その①

工事の
施行中
その②

工事の
施行中
その③

工事の
施行中
その④

＊

＊

＊

＊

＊

＊
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第６章 その他 
6.1 事後調査を実施する者 

名    称：国土交通省 

代表者の氏名：関東地方整備局長 下保 修 

主たる事業所の所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心２番１ 

 

 




